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平成 １８ 年第３回まんのう町議会定例会会議録（第２号） 

平成１８年１２月２２日（金）    開 議  午前９時３０分

開  会

日程第１

議   長

議   長

川原議員

 おはようございます。久元豊議員より病気療養のため、欠席の届けがありましたので、ご報告をいたします。ただ今の出席議員

は２０名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

 日程第１ 本日の議事日程等について議会運営委員会の報告を長います。議会運営委員長、川原茂行君。

 おはようございます。議会運営委員会のご報告を申し上げます。１２月２１日午前９時３５分より第１委員会室におきまして、

町長、助役、総務課長、議長同席のもとに、議会運営員会の委員が全員出席いたしまして、慎重に審議いたしました。その結果を

ご報告いたします。それでは、お手元に配布されております、議事日程第 2号について、ご説明を申しあげます。
日程第２  会議録署名議員の指名、

日程第３  付託案件の委員長報告、 総務常任委員長

日程第４  付託案件の委員長報告、 教育民生常任委員長

日程第５  付託案件の委員長報告、 建設経済常任委員長

日程第６  議案第 1号  まんのう町職員の給与に関する条例の一部改正について
日程第７  議案第 2号  まんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について
日程第８  議案第 3号  まんのう町自家用自動車有償運行事業に関する条例の一部改正について
日程第９  議案第 4号  字の区域の変更について
日程第 10 議案第 5号  まんのう町道路線認定について（桶樋五毛線）
日程第 11 議案第 6号  香川県後期高齢者医療広域連合の設立について
日程第 12 議案第 9号  単独県費補助土地改良事業上井地区の事業計画の変更について
日程第 13 議案第 10号 平成 18年度まんのう町一般会計補正予算（案）
日程第 14 議案第 11号 平成 18年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）
日程第 15 議案第 12号 平成 18年度まんのう町老人保健特別会計補正予算（案）
日程第 16 議案第 13号 平成 18年度まんのう町介護保険特別会計補正予算（案）
日程第 17 議案第 14号 平成 18年度まんのう町簡易水道特別会計補正予算（案）
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日程第２

日程第３

議  長

議  長

三好議員

日程第 18 議案第 15号 平成 18年度まんのう町下水道特別会計補正予算（案）
日程第 19 議案第 16号 平成 18年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（案）
日程第 20 認定第 1号  平成 17年度琴南町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 21 認定第 2号  平成 17年度満濃町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 22 認定第 3号  平成 17年度仲南町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算認定について
日程第 23 認定第 4号  平成 17年度まんのう町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算認定につい

て

日程第 24 意見書第 1号 森林・林業・木材関連産業政策の充実と国有林野事業の再構築に関する意見書（案）
日程第 25 閉会中の継続調査について、即決でお願いいたします。

 以上の日程で意見の一致を見、午前１０時２０分委員会を閉会いたしました。

 以上で議会運営委員会の報告を終わります。

 議会運営委員会の報告を終わります。議会運営委員長の報告に対する質疑はありませんか。

 （なし）

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。

 日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第 119条の規定により、議長において、１７番大西豊
君、１８番川原茂行君、を指名いたします。

 日程第３、付託案件の委員長報告の件を議題といたします。総務常任委員会の付託案件について委員長の報告を求めます。総務

常任委員長、三好勝利君。

 命により委員会報告をいたします。総務常任委員会の委員長報告を申し上げます。さる１２月１８日午前９時３０分より、第１

委員会室におきまして、委員全員と議長同席し、執行部より町長、助役、総務課長、企画情報課長、まちづくり政策課長、税務課

長、会計室長、琴南支所長、仲南支所長、出席のもと総務常任委員会を開催いたしました。１２月定例会本会議におきまして、総

務常任委員会に付託されました案件は議案第１号、議案第３号、議案第１０号、認定第１号から認定第４号、のそれぞれ一般会計

歳入歳出決算認定部分の７案件であり、本会議に引き続き執行部より詳細な説明があり、その後各委員より活発な質疑があり、慎

重に審査を行い、次のとおり決定しましたので、会議規則第７７条の規定によりその結果を報告いたします。案件の番号、

議案第１号、件名まんのう町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案）審査の結果、全会一致可決
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日程第４

三好議員

議 長

議 長

藤田議員

議案第 3号、まんのう町自家用自動車有償運行事業に関する条例の一部改正について、全会一致可決
議案第 10号、平成 18年度まんのう町一般会計補正予算（案）、全会一致可決

 続きまして、

   認定第 1号、平成 17年度琴南町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算認定についての一般会計歳入歳
出決算認定部分、全会一致認定

   認定第 2号、平成 17年度満濃町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算認定についての一般会計歳入歳
出決算認定部分、全会一致認定

   認定第 3号、平成 17年度仲南町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算認定についての一般会計歳入歳
出決算認定部分、全会一致認定

   認定第 4号、平成 17年度まんのう町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算認定についての一般会計歳
入歳出決算認定部分、全会一致認定

 以上が付託案件の審査報告です。まだ閉会中の所管事務調査を申し出ることとし、午後１２時５分委員会を閉会いたしました。

 以上で総務常任委員会の委員長報告を終わります。

 これをもって、総務常任委員会の付託案件に関する委員長報告を終わります。

 ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

 （なし）

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。

 日程第４、付託案件の委員長報告の件を議題といたします。

 教育民生常任委員会の付託案件について、委員長の報告を求めます。教育民生常任委員長。藤田昌大君。

教育民生常任委員会の委員長報告を申し上げます。さる１２月１９日午前９時３０分より、第１委員会室に置きまして、久元議

員を除く委員６名と執行部より町長、助役、教育長、総務課長、住民課長、環境保全課長、福祉保健課長、包括支援センター室長、

健康増進室長、教育次長、教育課長、水道課長、琴南支所長の出席のもと教育民生常任委員会を開催いたしました。１２月定例本

会議におきまして、当委員会に付託された案件は、議案第 2号、議案第 6号、議案第 11号から 16号と認定 1号から認定 4号そ
れぞれの各特別会計歳入歳出決算認定の部分、１２案件であります。本会議に引き続き、執行部より詳細な説明があり、各案件に

つき、委員より活発な質疑があり、慎重審査を行いました。次のとおり、決定いたしましたので、会議規則第 77 条の規定により
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藤田議員 その結果を報告いたします。

議案第2号、まんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 本会議に続き担当課長より説明を受けました。
大幅な増額でありますが、町民の負担の実態については、少ないものである。そしてエコランドの延命のため必要との説明があり

ました。各委員より利用市町との実態、広域行政での話し合いが不足していることを踏まえ、全会一致で継続審査とすることで意

見の一致をみました。

議案第 6号、香川県後期高齢者医療連合の設立について、の議案でありますが、これについても本会議に続き、担当課長より説
明を受けました。１４年度から始まった７０歳以上の医療費引き上げに伴う中で制度改正の必要性が生まれ、７５歳以上を対象と

した後期高齢者医療制度を２０年４月１日に発足することに伴う準備としての広域連合の事務組合の設立であり、その事務処理を

する議案であるとの説明を受けました。委員より、新制度の内容、その他特会との関連、機構、費用、住民周知等の質疑を行い、

慎重審議の結果、全会一致で可決とすることで、意見の一致をみました。

続きまして、議案第 12号、平成 18年度まんのう町老人保健特別会計補正予算（案）について、全会一致で可決ということで、
意見の一致をみました。

議案第 13号、平成 18年度まんのう町介護保険保険特別会計補正予算（案）について、全会一致で可決ということで意見の一致
をみました。

議案第 14号、平成 18年度まんのう町簡易水道特別会計補正予算（案）について、これも全会一致で可決ということで意見の一
致をみました。

議案第 15号、平成 18年度まんのう町下水道特別会計補正予算（案）について、全会一致で可決であります。
議案第 16号、平成 18年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（案）について、全会一致で可決ということで意見

の一致をみました。

続きまして、認定第 1号から第 4号までであります。まず認定第 1号、平成 17年度琴南町一般会計歳入歳出決算及び同年度各
特別会計歳入歳出決算の認定についての各特別会計歳入歳出決算の認定の部分でありますが、全会一致で可決ということに意見の

一致をみました。

認定第 2号、平成 17年度満濃町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算の認定についての各特別会計歳入歳
出決算の認定の部分でありますが、これも全会一致で認定ということで意見の一致をみました。

認定第 3号、平成 17年度仲南町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算の認定についての各特別会計歳入歳
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日程第５

藤田議員

議 長

議 長

高尾議員

出決算の認定の部分でありますが、これについても全会一致で認定するということで意見の一致をみました。

認定第 4号、平成 17年度満濃町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算の認定についての各特別会計歳入歳
出決算の認定の部分でありますが、これについても全会一致で認定ということで意見の一致をみました。

議案第 11号 平成 18年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）についても、全会一致で可決ということで、意見の
一致をみております。

以上が付託案件の審査結果の報告であります。その後所管に関わる議案についての、質疑を行い、継続審議もあるということで、

閉会中の所管事務調査を申し出ることとし、午後 3時ちょうど委員会を閉会いたしました。
以上で教育民生常任委員会の委員長報告を終わります。以上であります。

これをもって、教育民生常任委員会の付託案件に関する委員長報告を終わります。

ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なし）

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。

日程第５、付託案件の委員長報告の件を議題といたします。

建設経済常任委員会の付託案件について、委員長の報告を求めます。建設経済常任委員長、高尾幸男君。

建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。さる１２月１５日午前９時３０分より第１委員会室に置きまして、委員全員

と議長同席し、執行部より町長、助役、総務課長、産業経済課長、建設課長、土地改良課長の出席のもと建設経済常任委員会を開

催いたしました。１２月定例会本会議におきまして、当委員会に付託されました案件は議案第 4 号、第 5 号、第 9 号意見書第 1
号の４案件であり、本会議に引き続き執行部より、詳細な説明があり、現地調査を行い質疑応答があり、慎重に審査を行い次のと

おり決定しましたので、会議規則第 77条の規定によりその結果を報告いたします。
議案第 4号、字の区域の変更について、全会一致可決
議案第 5号、まんのう町道路線認定について、全会一致可決。失礼しました。桶樋五毛線です。
議案第 9号、単独県費補助土地改良事業上井地区の事業計画の変更について、全会一致可決。
意見書第 1号、森林林業木材関連産業政策の充実と国有林野事業の再構築に関する意見書（案）、全会一致可決。
以上が付託案件の審査の報告です。また、議会閉会中の所管事務調査を申し出ることにし、１２時２０分、委員会を閉会いたし

ました。以上で建設経済常任委員会の委員長報告を終わります。
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日程第６

日程第７

日程第８

議 長

議 長

議 長

議 長

これをもって建設経済常任委員会の付託案件に関する委員長報告を終ります。ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。質

疑はありませんか。

（なし）

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。

日程第６議案第 1号、まんのう町職員の給与に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。これより討論にはいり
ます。討論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより議案第 1号、まんのう町職員の給与に関する条例の一部改
正についての件を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり、決することにご異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第７、議案第 2号まんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。お諮りしま
す。本案に対する委員長の報告は継続審査であります。本案は委員長報告のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませ

んか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は継続審査とすることに決しました。

日程第８、議案３号まんのう町自家用自動車有償運行事業に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。

これより、討論にはいります。討論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより議案第３号まんのう町自家用自動車有償運行事業に関する

条例の一部改正についての件を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決す

ることにご異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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日程第９

日程第 10 

日程第 11 

日程第 12 

議 長

議  長

議 長

日程第９、議案第 4号、字の区域の変更についての件を議題といたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。
（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより議案第４号、字の区域の変更についての件を採決いたしま

す。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第 10、議案第 5号、まんのう町道路線の認定について（桶樋五毛線）の件を議題といたします。これより討論に入ります。
討論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより、議案第５号、まんのう町道路線認定について、桶樋五毛

線の件を採決します。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありません

か。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第 11、議案第 6号、香川県後期高齢者医療広域連合の設立についての件を議題といたします。
これより、討論に入ります。討論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより議案第６号、香川県後期高齢者医療広域連合の設立につい

ての件を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第 12、議案第 9 号、単独県費補助土地改良事業上井地区の事業計画の変更についての件を議題といたします。これより、
討論に入ります。討論はありませんか。

（なし）
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日程第 13 

日程第 14 

日程第 15 

議 長

議 長

議 長

議 長

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより議案第９号、単独県費補助土地改良事業上井地区の事業計

画の変更についての件を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決すること

にご異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第 13、議案第 10号、平成 18年度まんのう町一般会計補正予算（案）の件を議題といたします。これより、討論にはいり
ます。討論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより議案第 10号、平成 18年度まんのう町一般会計補正予算（案）
の件を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませ

んか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第 14、議案第 11号、平成 18年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）の件を議題といたします。これより討
論に入ります。討論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより議案第 11号、平成 18年度まんのう町国民健康保険特別会
計補正予算（案）の件を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決すること

にご異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第 12号、平成 18年度まんのう町老人保健特別会計補正予算（案）の件を議題といたします。これより討論に入ります。討
論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより議案第 12号、平成 18年度まんのう町老人保健特別会計補
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日程第 16 

日程第 17 

日程第 18 

議 長

議 長

議 長

正予算（案）の件を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご

異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第 16、議案第 13号、平成 18年度まんのう町介護保険特別会計補正予算（案）の件を議題といたします。これより討論に
入ります。討論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより議案第 13号、平成 18年度まんのう町介護保険特別会計補
正予算（案）の件を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご

異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第 17、議案第 1４号、平成 18年度まんのう町簡易水道特別会計補正予算（案）の件を議題といたします。これより討論に
入ります。討論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより議案第 1４号、平成 18 年度まんのう町簡易水道特別会計
補正予算（案）の件を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第 18、議案第 15号、平成 18年度まんのう町下水道特別会計補正予算（案）の件を議題といたします。これより討論に入
ります。討論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより議案第 15号、平成 18年度まんのう町下水道特別会計補正
予算（案）の件を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異
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日程第 19 

日程第 20 

日程第 21 

議 長

議 長

議 長

白川美議員

議 長

議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第 19、議案第 16号、平成 18年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（案）の件を議題といたします。これ
より討論に入ります。討論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより議案第 16号、平成 18年度まんのう町浄化槽整備推進事業
特別会計補正予算（案）の件を認定いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり認定

することにご異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定されました。

日程第 20、認定第 1号、平成 17年度琴南町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算認定についての件を議題
といたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより認定第 1号、平成 1７年度琴南町一般会計歳入歳出決算及
び同年度各特別会計歳入歳出決算認定についての件を採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員

長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定されました。

日程第 21、認定第 2号、平成 17年度満濃町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算認定についての件を議題
といたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。白川美智子さん。

一般会計の決算に反対の討論をいたします。基本的流れである同和行政終結に逆行して、地方改善対策債があります。これは、

国庫支出金もありません。この中で、地方改善費４００万円は認められません。また総合公園事業約２億 3千万円も含めて認定す
ることができませんので、反対をいたします。

賛成討論を。本屋敷崇君。
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日程第 22 

日程第 23 

本屋敷議員

議 長

議 長

議 長

委員会では全会一致で認定という形でしたが、ま、教民である白川さんのほうから反対討論が出てちょっとびっくりはしており

ますが、最初の同和問題のほうですけれども未だ国策としてはですね、補助の方が・・・・になっておりますけども、住民感情と

しても、まだ生活環境としても、いまだに苦慮するところではありますので、まんのう町のほうとしても、２００万捻出しており

ますが、それもいたしかたないのではというところで賛成いたします。もう一つ公園事業のほうですけど、前町長からのですね、

中核施設の進みとして、町長が代わられたこともあり、中核施設は凍結されましたけれども、それまでは議会も一つとなってです

ね、中核施設を高屋原の方へつくろうという形で進んでおりましたので、今回こういう形にはなりましたが、去年度にその決算、

その会計の方にですね、捻出されるのは、いたしかたないのではないかと思いまして、賛成討論とさしていただきます。

ほかに討論はありませんか。

（なし）

これをもって討論を終了いたします。これより認定第２号、平成 17 年度満濃町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳
入歳出決算認定についての件を起立により採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告の

とおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。

よって、本案は原案のとおり認定されました。

日程第 22、認定第 3号、平成 17年度仲南町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算認定についての件を議題
といたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより認定第 3号、平成 17年度仲南町一般会計歳入歳出決算及
び同年度各特別会計歳入歳出決算認定についての件を採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員

長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定されました。

日程第 23、認定第 4号、平成 17年度まんのう町一般会計歳入歳出決算及び同年度各特別会計歳入歳出決算認定についての件を
議題といたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより認定第 4号、平成 17年度まんのう町一般会計歳入歳出決
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日程第 24 

日程第 25 

閉  会

議 長

議 長

議 長

算及び同年度各特別会計歳入歳出決算認定についての件を採決いたします。本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は

委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定されました。

日程第 24、意見書第 1 号、森林・林業・木材関連産業政策の充実と国有林野事業の再構築に関する意見書（案）の件を議題と
いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより意見書第 1号、森林・林業・木材関連産業政策の充実と国
有林野事業の再構築に関する意見書（案）の件を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の

報告のとおり可決することにご異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

閉会中の継続調査についてを議題といたします。本件は総務常任委員会、教育民生常任委員会、及び建設経済常任委員会におい

て、当該所管事務調査のための閉会中の継続調査、並びに議会運営委員会において、議会運営を効率的かつ円滑に行うための閉会

中の継続審査について、それぞれ委員長より申し出があります。お諮りします。各委員会からの申し出のとおり議会閉会中の継続

審査をすることにご異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。各常任委員長からの申し出のとおり、議会閉会中の継続審査をすることに決定いたしました。

以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。

これにて平成１８年第３回まんのう町議会定例会を閉会いたします。

閉 会 時 刻  10時 20分
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   地方自治法第 123条第 3項の規定により署名する。

  平成１８年１２月２２日

                    まんのう町議会議長

                    まんのう町議会議員

                    まんのう町議会議員
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